
瀬戸市子ども医療費助成条例施行規則等の一部を改正する規則をここに

公布する。 

平成２２年２月２日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市規則第１号 

瀬戸市子ども医療費助成条例施行規則等の一部を改正する規則 

（瀬戸市子ども医療費助成条例施行規則の一部改正） 

第１条 瀬戸市子ども医療費助成条例施行規則（昭和４８年瀬戸市規則第

１３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（医療費の請求）  

第６条 条例第７条第１項の規定により市長から

支払いを受ける医療機関等は、子ども医療費請

求書を市長に提出するものとする。 

 

（医療費の助成申請） （医療費の助成申請） 

第６条の２ ＜省略＞ 第６条 ＜省略＞ 

第４号様式（第６条の２関係） 第４号様式（第６条関係） 

 ＜省略＞  ＜省略＞ 

 （瀬戸市心身障害者医療費助成条例施行規則の一部改正） 

第２条 瀬戸市心身障害者医療費助成条例施行規則（昭和４８年瀬戸市規

則第１９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 



（医療費の請求）  

第６条 条例第６条第１項の規定により市長から

支払いを受ける医療機関等は、障害者医療費請

求書を市長に提出するものとする。 

 

（助成の方法の特例） （助成の方法の特例） 

第６条の２ ＜省略＞ 第６条 ＜省略＞ 

第４号様式（第６条の２関係） 第４号様式（第６条関係） 

 ＜省略＞  ＜省略＞ 

（瀬戸市母子家庭等医療費助成条例施行規則の一部改正） 

第３条 瀬戸市母子家庭等医療費助成条例施行規則（昭和５３年瀬戸市規

則第１６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（医療費の請求）  

第６条 条例第５条第１項の規定により市長から

支払いを受ける医療機関等は、母子家庭等医療

費請求書を市長に提出するものとする。 

 

（助成の方法の特例） （助成の方法の特例） 

第６条の２ ＜省略＞ 第６条 ＜省略＞ 

第４号様式（第６条の２関係） 第４号様式（第６条関係） 

 ＜省略＞  ＜省略＞ 

（瀬戸市精神障害者医療費助成条例施行規則の一部改正） 

第４条 瀬戸市精神障害者医療費助成条例施行規則（平成１５年瀬戸市規

則第１８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 



（医療費の請求）  

第５条 条例第６条第１項の規定により市長から

支払いを受ける医療機関等は、精神障害者医療

費請求書を市長に提出するものとする。 

 

（医療費の助成申請） （医療費の助成申請） 

第５条の２ ＜省略＞ 第５条 ＜省略＞ 

第５号様式（第５条の２関係） 第５号様式（第５条関係） 

 ＜省略＞  ＜省略＞ 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


